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○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和３年第９回
沖縄県議会（臨時会）を開会いたします。

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案１
件及び補正予算説明書の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　25番　仲　村　未　央　さん　及び
　　　31番　西　銘　啓史郎　君
を指名いたします。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期臨時会の会期は、本11月９日の１日といたし
たいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本11月９日の１日と決定いたし
ました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　甲第１号議案を議
題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和３年第９回沖縄県議会（臨時会）の開会に当た
り、提出いたしました議案について、その概要及び提
案の理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案１件であり
ます。
　甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算
（第18号）」は、県民の県内旅行の割引事業を段階的
に実施するための経費として、59億4119万8000円
を計上するものであります。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますよう、よろし
くお願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　この際、念のため申し上げま
す。
　今期臨時会における議案に対する質疑につきまして
は、11月５日の議会運営委員会において確認された
質疑の方法等に従って行うことにいたします。

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君

保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文化観光スポーツ部長　　宮　城　嗣　吉　君
総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君
課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君

主 幹　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君
政 務 調 査 課 副 参 事　　中　村　　　守　君
主 幹　　嘉　陽　　　孝　君

46　番　　中　川　京　貴　君 47　番　　照　屋　守　之　君 
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○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入ります。
　甲第１号議案に対する質疑の通告がありますので、
順次発言を許します。
　下地康教君。
○下地　康教君　おはようございます。
　それでは、本議会の補正予算に関する質疑を行いた
いというふうに思っております。
　まず、離島における受付開始日の問題についてお伺
いしたいと思っております。
　おきなわ彩発見キャンペーン第４弾を11月10日に
受付開始することが発表されています。今回の補正予
算は、地域の観光事業を支援することが目的でありま
す。この具体的な内容は、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた観光関連事業者を支援するため、宿泊
施設や観光施設で利用できるクーポン事業を実施す
ることであります。１人１泊当たり5000円を上限に
旅行代金の50％を割引し、さらに飲食店や土産物店
で利用できる地域クーポン券を１人１泊当たり最大
で2000円分付与するというものになっています。１
人が３泊すればその３倍のクーポン額というふうに
なります。
　今回の第４弾における補正予算額は59億4119万
8000円。この事業は11月15日から、居住地の島内
旅行を対象にスタートさせ、11月26日から飛行機や
フェリーを利用した島をまたぐ旅行も対象になると
いうふうになっておりますけれども、そうしますと、
11月15日から25日の11日間は、八重山地区や宮古地
区など離島における離島住民の皆さんは小さな島内
で限られた宿泊施設での利用しかできない状況に陥
るということになります。これでは、離島の観光関連
事業者を十分に支援することにはなっていません。離
島における観光需要効果は、沖縄本島の観光関連事業
者と比較して、制約を受けるということになります。
つまり、離島の観光関連事業者は、沖縄本島の業者と
比較して明らかに不利益を被るということが考えら
れるんです。なぜ、最初から島をまたぐ旅行も全て対
象にしなかったのか、それを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、今
月11月をリバウンド防止と社会経済活動の両立期間
とする対処方針を定め、感染のリバウンドを防止しな
がら、社会経済活動を段階的に再開することとしてお
ります。この事業は、感染状況が全国指標のステー
ジ２相当以下に落ち着いている期間のみ実施可能と
なっておりますので、リバウンドを防止しつつ、中断
することなく事業を継続する必要があります。このた

め、11月１日からの飲食店における時短営業の終了
等の影響について、感染状況や傾向を地域ごとに慎重
に見極めた上で、段階的に事業を開始していく必要が
あるものと考えております。新型コロナウイルス感染
症は、人流が活発になると感染拡大のリスクが高まる
傾向にあること、離島の医療提供体制へ十分に配慮を
行う必要があることに鑑み、本事業の実施に当たって
は、同一島内などの一定のエリアから始め、感染状況
を確認しながら、段階的に島をまたぐ移動などの広域
のエリアに拡大することとしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　答弁では、リバウンドを非常に考慮
しているという形だと思うのですけれども、これはま
さに離島の軽視ですよ。知事は、離島振興が政策の一
丁目一番地と日頃からおっしゃっていますよね。し
かし、その文句は、実にむなしいものに聞こえていま
す。離島の振興を真剣に考えるならば、このような時
間差を設けた実施策ではなく、感染対策を徹底して行
い、島をまたぐ旅行も同時にスタートさせることが県
民の理解を得ることではないのですか。その実施方法
では離島住民は納得しません。知事が今やらなければ
ならないことは、沖縄県内の全ての観光関連事業者を
支援するため、予算を確実に執行すること、その事業
効果を十分に発現させることが一番重要なんですよ。
そのためには、離島を旅行により移動する場合の感染
対策を強化する。島をまたぐ旅行を同時に開始させ
る。そうしなければ、八重山地区や宮古地区など離島
の住民は納得しませんよ。どうですか、知事。どう思
いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　この事業の
要件が全国指標のステージ２相当以下に落ち着いて
いる期間のみの実施というところで、11月１日から
段階的に経済活動、社会活動を再開させているところ
ではございますが、特に飲食の時短解消の影響という
ところを見極めながら、リバウンドさせないように事
業活動を再開させる必要があるというところを慎重
に判断しているところでございます。その判断に当た
りましては、３週間程度は必要であろうというところ
で、慎重に見極めていきたいというふうに考えたとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これはまさに及び腰の対策ですよ。
　これは受付開始日を同時にするためには、感染防止
対策の強化を、その強化を徹底すべきだということが
まず考えられるというふうに思いますよ。したがいま
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して、島をまたぐ旅行者に対して、ＰＣＲ検査や抗原
検査などの陰性証明検査費用を無料にして実施をする
べきだと考えていますけれども、どうなんですかその
対策は。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　離島、特に
小規模離島につきましては、医療提供体制が脆弱な部
分がございますので、そこに感染を飛び火させないと
いう配慮は十分に必要かなというふうに思っておりま
す。この事業におきましても、実施された場合には、
島をまたぐ移動の部分につきましては、人流が活発に
なると感染拡大のリスクが高まる傾向にあること、
それから先ほど来繰り返し申し上げますとおり、離島
の医療提供体制が脆弱であることに十分に配慮する必
要があるというところから、原則事業を活用するに当
たっては、ワクチン接種・検査陰性証明を活用するこ
ととしております。そういうような体制を講じた方々
に、安全に旅行をしていただきたいというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　状況を見ながらということは分か
るんですけれども、状況を見ながらというその前に、
キャンペーンの開始を全県で同時にやるということを
考えれば、まずその感染対策の強化ということがやら
なければならないことだというふうに考えるんです。
まずそれからやって初めて、その感染状況を見ていく
ということが大事なんじゃないですか。そういうふう
に思います。
　それと、この沖縄においては離島が存在しています
よ、多くの離島が。その特殊事情を国と十分協議し
て、旅行による離島間移動に係る陰性証明の検査費用
を今回の事業費、つまり交付金の中で算定するような
努力はされたんですか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回の国の
地域観光事業支援を活用して、おきなわ彩発見キャン
ペーン第４弾の事業を展開しようとしているところ
でありますが、国の補助事業の対象となる部分につき
ましては、旅行につきまして上限は１万円として２分
の１のクーポン券を発行できるというところ、それか
ら別に、地域の土産品、体験・アクティビティーなど
で利用できる地域クーポンに活用できる―これは

2000円ですけれども、そういったクーポンの発行の
原資となる部分と、それから事務費、それから一部は
キャンセル料も見てもらうことができますので、そう
いった部分に補助が充てられることとなっておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　皆さん方はその事業を執行すること
において、いろいろな決まり事があると思いますけれ
ども、しかし、この事業の目的は、この沖縄の特殊な
離島状況における観光事業者の支援をするためですか
ら、それはいろいろなことを考えて、その補助が適用
できるような方策を努力するということが皆様方の仕
事ですよ。それをやっていかないといけないですよ。
知事、これしっかりとやってくださいよ。どう思いま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　この事業の
現時点での実施期間が12月31日までの宿泊が対象と
なっております。これにつきまして、10月末―従
来からそこは延長していきまして、漸次12月まで延
長されてきたという実績がありますが、この12月31
日までの事業期間をさらに延長することにつきまし
て、10月末には謝花副知事と一緒に関係省庁を回る
一環で、延長について要請しているところであります
し、引き続き全国の都道府県とも連携しながら、延長
について強く国に働きかけていって、なるべく多くの
期間、事業を実施することによって、地域の観光事業
者への支援に資するように取り組んでいきたいという
ふうに思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　次は、予算の執行の計画について伺
いたいと思います。
　今回のキャンペーンは第４弾というふうになってお
りますけれども、第１弾から第３弾までの経過とその
内容を説明してもらいたい。つまり、それぞれの段階
の予算額、それと執行額及びその残額。その残額をど
のように処理されていたのか、またその実行宿泊数、
そういったものを示していただきたい。これまでの予
算額と実施額を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　これまでに
おきなわ彩発見キャンペーンとして第１弾から第３弾
の事業を実施してまいりました。どちらも目的は、新
型コロナウイルス感染症拡大により落ち込んだ旅行需
要の回復を図るため、旅行商品代金に対して県が補助
を行い、県民向けの県内旅行需要を喚起することを目
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的として実施したところでございます。令和２年６月
５日から７月30日までの間で実施した第１弾は、補
助金予算額５億円のうち執行額は約４億8500万円、
令和２年７月10日から８月30日までの間で実施した
第２弾は、予算額１億5000万円のうち執行額約１億
2500万円となっております。令和３年２月５日から
４月30日までの間で実施した第３弾につきましては、
予算額５億円でありまして、令和３年11月８日時点
で約３億9600万円の執行を確認しているところであ
ります。残りの約１億円については現在精査している
ところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　その残額はどういうやり方で処理を
されるんですか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　第１弾から
第２弾につきましては、地方創生臨時交付金を活用し
ているところでありまして、残額の部分については不
用額として処理しているところでございます。それか
ら、第３弾につきましては、今回、令和２年度から３
年度に繰り越して一部実施しておりますが、残りの現
在精査している部分で執行が見込めていない部分につ
きましては、これも不用という形での処理になろうか
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これは100％国庫補助金というふう
になっていると思うんですけれども、不用になると国
に返すということになるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　彩発見キャンペーンの第
１弾・第２弾、令和２年度分については、繰越事業と
して別のものに振り替えてございます。３年度分につ
きましても、残があれば別の事業に振り替えることと
して対応したいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　不用という話になっていますけれど
も、これはどうなるんですか。これ返すんですか、そ
れとも―どうなるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　私のほうは今、臨時交付
金全体の話をさせていただいています。先ほど観光部

長からあったのは、この彩発見キャンペーン事業とし
ては不用額が出ると。ただ臨時交付金はその他の事業
にも充当できますので、最大限ほかの事業、必要な経
費に充てて使っていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　それでは、次に行きたいと思います。
　今回の事業は、感染状況がステージ２以下の場合に
実施するとしていますけれども、11月７日現在の警
戒レベル判断指標等の状況は、感染者数と新規感染者
数の項目がステージ２を下回っていない。これはどう
いうふうに判断されるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　彩発見事業におけ
るステージの判断は国の指標に基づくということに
なっておりまして、そのステージの２については、今
現在も国の判断指標のうち、ほとんどがステージ２相
当でございますので、ステージ２と判断して構わない
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　次に、おきなわ彩発見バスツアーと
か、おきなわ体験キャンペーンも当該事業に含まれて
いるのかどうか、それを伺いたいと思っています。ま
たあわせて、その２つのキャンペーン、その内容の予
算も聞かせていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、11
月１日から、おきなわ彩発見バスツアー、それからお
きなわ観光体験支援事業を実施しているところであり
ますが、彩発見バスツアーという銘は打っております
けれども、これらの事業につきましては、地方創生臨
時交付金を活用した事業になっておりまして、彩発見
キャンペーンの第４弾の国の地域観光事業支援を活用
した事業とは別の財源を活用して実施することとして
おります。事業の内容ですが、おきなわ彩発見バスツ
アー促進事業は、貸切りバス１台当たり３万円を上限
に、利用金額の２分の１の補助を行い、県内貸切りバ
スの利活用を促進し、県内旅行需要を喚起する事業で
す。予算額は１億7900万、令和３年11月１日より申
請受付を開始したところです。また、おきなわ観光体
験支援事業は、観光体験等の商品にクーポン券を発行
し、観光及び消費額の喚起を図り、観光体験事業者等
を支援する事業です。クーポンは１万円を上限、代金
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の50％の割引を行うこととしておりまして、予算額
は３億円。これも11月１日から予約受付と利用を開
始したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　最後にちょっと所見を交えながらお
願いしたいものがあります。というのは、今回の事業
は、観光庁がＧｏＴｏトラベルを再開するまでの代替
として、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いて
いる都道府県を対象に、県民割など観光支援策を財政
的に支援することを目的としているということであ
りますけれども、本事業で恩恵を受けるのは、主に宿
泊関係や土産物品店などの観光関連事業者でありま
す。しかし、イベント関連業界も悲鳴を上げている現
状があります。本事業の内容は、旅行に関するバスツ
アーなども対象としているので、観光と絡めたイベン
トクーポン事業も今後考えられるのではないかという
ふうに思っておりまして、県独自の観光関連イベント
クーポン券の創設が必要であるというふうに考えるん
ですけれども……
○議長（赤嶺　昇君）　まとめてください。
○下地　康教君　知事には、困窮する県民の声は届い
ているのか、知事の考え方をまず伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、今回
は、この彩発見キャンペーン第４弾のための予算を計
上している臨時議会での提案でありますが、今後あら
ゆる業種・業界に対してのその景気回復のための需要
の呼び起こしについては、各部局でしっかりと検討し
てまいりたいというように思います。
○下地　康教君　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　よろしくお願いします。
　私は新聞報道を見て、すぐさま担当部局へ電話し
て、このキャンペーンの内容を確認させていただきま
した。島をまたぐキャンペーンが26日から実施され
ると。この政策の根拠をお聞きしましたが、三役の決
定だからどうにもならないということでありました。
その後、謝花副知事にも連絡をしました。８月の予算
計上から本日の議会まで、予算効果を最大限にするた
めにどのような取組をされたのか、まずお聞きをした
いと思います。
　それと、予算計上からこれまでの間、時間の余裕も
あったと思います。入念な事前調整ができたはずで
す。その辺の政策決定までのプロセスについてお伺い
したいと思います。
　三役の決定だからどうにもならないと言ったので、

三役にお答えいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、本県のリーディング産
業である観光産業は多大な影響を受けておりまして、
ウイズコロナ、ポストコロナにおける沖縄観光の需要
喚起策等について、感染状況に応じた段階的な戦略を
講じる必要があるということで、これまで様々活用可
能な財源を活用して、事業を展開してきたところで
す。令和３年度に入ってからも、事業者支援策として
観光関連事業者等応援プロジェクト、それから宿泊事
業者感染症対策支援事業を実施しておるところであ
りますし、また感染防止対策を講じながらというとこ
ろで、感染防止対策認証制度の普及促進や那覇空港の
検査体制の充実など、感染拡大を防止しながら段階的
な経済活動の再開に向けて取り組んでいるところで
あります。今般11月１日からはおきなわ彩発見バス
ツアー、それからおきなわ観光体験支援事業も実施し
ているところでありますし、段階的におきなわ彩発見
キャンペーンも展開していこうというふうに考えてい
るところでございます。
　この彩発見キャンペーンの施策、どういうふうな形
で意思決定をされたかというところにありまして、
所管課のほうに問合せしたというお話でございました
けれども、改めて説明させていただきたいと思います
が、県では、今月をリバウンド防止と社会経済活動の
両立期間とする対処方針を定め、感染のリバウンドを
防止しながら、社会経済活動を段階的に再開すること
としております。事業スキームの構築に当たりまして
は、県の対処方針や沖縄県感染防止対策認証制度、ワ
クチン接種・検査陰性証明のガイドラインとの整合を
図る必要があることから、文化観光スポーツ部で事業
スキームを作成し、関係部局との調整を踏まえ決定し
たものでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
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○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　もちろん三
役に調整し、最終的な判断は知事をはじめとした三役
が行うわけではございますが、事業スキームにつきま
しては、県の対処方針、それから沖縄県感染防止対策
認証制度、ワクチン接種・検査陰性証明のガイドライ
ンとの整合を図りつつ、文化観光スポーツ部で案を作
成し、関係部局との調整を踏まえ、その調整の過程で
もちろん三役と相談をしながら決定したというところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　コロナ禍において、離島のこの観光
業界も同様に相当な打撃を受けているというのは御存
じのとおりです。実施予定されるキャンペーンの開始
時期が異なる根拠をまず明確にすべきだというけれ
ども、今の明確さでは、明確になっているとは思えな
い。ましてや、実施時期において、各離島自治体と事
前の連絡調整もなかったと、はっきり私は聞いていま
す。特に、石垣市のコロナ対策というのは、先進的事
例として国が紹介するぐらいの地域で、努力をしてき
た自治体です。地域の首長が困惑するのも当たり前で
す。知事に対して憤りを感じていることも当然理解で
きます。どうして、離島の島々との連絡が、調整がで
きなかったのか。そして、医療体制の問題というので
あれば、その問題も含めて対応を入念に調整するのが
県の責務じゃないんですか。
　この辺は三役がちゃんと答えなさいよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　事業スキー
ムの検討につきましては、我が部が作成し、関係部局
と調整を踏まえ、庁内調整を経て決定したものでござ
います。県の各種制度との整合、それから関係部局と
の調整に時間を要したことから、離島の市町村等への
事前の説明は行っておりませんでしたが、昨日、離島
市町村と観光協会との会議の場で事業の実施の考え方
を説明したところでありまして、また来週にも県内観
光協会を対象に本事業の説明会を予定しておりまし
て、段階的な実施の考え方について丁寧に説明したい
と思っております。事前に説明がなかったという部
分については、今後そういうふうな形で―説明する
ような形も生かしていきたいと思っておりますが、こ
れから丁寧に考え方を説明していきたいと考えていま
す。

○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　これは、大変問題発言ですよ。物事
を決めたから、三役が決めたからもうどうにもならな
いという中で、どうにもならないことを各離島の市町
村の首長にこれから説明します。こんな馬鹿な話があ
りますか。三役、ちゃんと答えなさいよ。部長はもう
これ以上答えられないよ。何を言っているんだ、全く。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、今
月を感染のリバウンドを防止しながら社会経済活動を
段階的に再開するというふうに位置づけております。
これまでの推移を見ますと、例えば年末年始、人の移
動が多くなった後に感染が拡大しているという傾向が
ございます。年末年始の時期につきまして、２週間後
からはもう拡大傾向が顕著になっておりまして、２月
１日には、これは１週間平均、７日間平均なんですけ
れども、１日当たり97名、それから一旦落ち着きを
見せまして、また大型連休が４月29日から５月５日
とありましたが、その２週間後には上昇傾向が顕著と
なりまして、５月31日では１日当たり平均265名、そ
れから７月21日から８月31日までの夏休みにつきま
しては、その２週間後には上昇傾向というのは顕著で
ありまして、10月１日には659名というような形で、
人の移動が活発になると感染が拡大するという傾向が
これまであったというところです。今回11月１日か
ら段階的に経済活動を再開させるに当たっては、その
後の感染状況を丁寧に見極める必要があるというとこ
ろで、彩発見キャンペーンについても段階的な実施と
いうところを検討したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　部長、もう分かる。部長はこれ以上
答えられない。
　私が聞いているのはその政策決定をするまでに、な
ぜ離島の首長さんと入念な事前調整ができなかったの
かと、こういうことも含めてできなかったのかと聞い
ているのですから、これが三役が決定して動かせない
というから、じゃどういうプロセスかと三役が説明す
べきでしょうと我々は言っているんですよ。何でこう
いう―明確に三役がお答えくださいよ。お願いしま
す、もう部長は結構。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　文化観光スポーツ部長から
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は、今議員の御質問に対して、これまでのそのプロセ
スについての説明をさせていただきました。議員御指
摘のとおり、確かに離島市町村との十分な事前の意見
交換が行き届いていなかったということについては、
私どももしっかりとそれは今後また説明をしていく必
要があるだろうということも含めて考えております。
　沖縄県では、11月１日から今までの時短営業を解
除して、飲食店におけるその感染の影響、飲食店から
家庭、家庭から職場・学校に広がっていったこれまで
の感染状況を見極めながら、この彩発見キャンペーン
を開始していきたいということで、その状況を見るに
は３週間程度の期間が必要であるというように、解析
委員会からの意見も参考にしながら、そのように決定
をさせていただきました。それで、取りあえずまずは
同一島内から始めていって、徐々にその人流を増やし
ていきながら、同時に感染拡大防止という観点の状況
も見極めたいということではありますけれども、本事
業の段階的な取組は、今部長も説明をさせていただい
たとおり慎重に行っていきたいと思っております。し
かし、昨今また感染の状況も減少傾向にあるというこ
とで、これもまた解析委員会の意見も参考にしたいの
ではありますが、例えば開始までに３週間必要と見ら
れていたその時期を、感染状況や離島でのその感染防
止対策の現況等も踏まえ、それもまた市町村からの意
見もしっかりと拝聴した上で、その開始を段階的に少
し前倒しで検討できないかということも考えてはおり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　じゃ実施時期を変えることも検討の
範囲に入るという理解でいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今、申し上げたとおり、感
染状況もしっかりと確認し、判断していきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　この全ての政策プロセスの最終決定
権限者は知事なんですよ。そうですよね、知事。確認
します。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　行政における最終決定権者
は私であります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事は、衆議院選挙においても４区
においても、離島の振興なくして沖縄の振興はない
と、私と同じテーマを連呼されていました。僕はすば
らしいと思いますよ。離島の振興なくして沖縄の振興

はないというのは、これは大事な一丁目一番地の政策
だと私も思います。しかし、今回の政策決定に至るに
当たって、知事は、この政策決定において離島の声を
聞く耳さえ持たない知事と言われても仕方がない。取
り残された離島にした知事と言われても仕方がないで
すよ。まさしく知事は今の状況では、離島差別の政策
を決定した知事と言われても、これしようがないです
よ。このキャンペーン実施において、医療体制の問題
があるのであれば、入念な事前調整をする時間があっ
たはずです。であるならば、自治体に問い合わせて、
どうしてもこのキャンペーンを見合わせたいという自
治体があれば、それは個別に判断すればいいだけの話
なんですよ。私は、この国庫補助を使って、この投下
予算の最大の効果を図るために、離島も含めた開始時
期に統一感があってしかるべきだと私はそう思って
います。まさしくこの離島の声を無視した政策決定
には、私は断固反対します。やり直すべきだとも私は
思っております。
　議長に申し上げたいと思います。
　この採決は賛否を明確にする必要があると思ってお
りますので、そのお計らいをお願いしたいというよう
に思います。簡易採決ではなくて、明確に賛否を問い
たいというように思います。
　最後に、知事にお伺いします。
　これに離島はこれからの起爆剤として相当な期待を
かけていたはずですよ。離島振興なくして沖縄の振興
はないという知事の言葉も信じて、期待もしていたは
ずですよ。これをやり直す気があるのかどうなのか、
もう一度、もう一度確認させてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この間、新型コロナウイル
ス感染症については、人流が活発になると感染拡大の
リスクが高まるということはもう如実であります。
ですから、まず医療提供体制が脆弱な離島における感
染防止対策が徹底されていること、そしてその人流に
よって、地域の方々が一気に不安になるようなことが
ないようにということも十分に鑑み、かつ本事業の実
施に当たっては、同一島内などの一定のエリアからま
ずその計画を始め、先ほど申し上げましたとおり、感
染の状況なども勘案し、統計解析委員会からの意見も
参考にしながら、その時期の開始の前倒しも含めて検
討していきたいということです。しかし、あくまでも
やはりリバウンドを防止するということが一番ですの
で、そのことについてさらに全国の感染状況の情報で
ありますとか、沖縄県各島々における人流やその感染
の情報でありますとか、様々な情報も加味しながらそ
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の前倒しの検討については当たっていきたいというよ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　遅まきながら、最後の決定までには
離島の声を十分に反映させるような政策決定をしてい
ただきたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　お願いします。
　沖縄県一般会計補正予算（第18号）（案）について
ですが、彩発見事業の方針が決まりまして、11月15
日から始まると発表がされ、25日までは同一島内の
み、26日から島をまたぐ旅行の際はワクチン・検査
パッケージ活用となるということになっております。
15日から25日までは各離島の住民は本島への旅行割
引は受けられない、また、逆に本島から離島への旅行
に活用はできないということになりますが、先ほども
お話を聞かせていただきましたが、どのような経緯で
この決定がされたのか、この際に、離島の開始を遅ら
せた理由には、各市町村長などとの事前の打合せ、相
談、要請などがあったのかということを改めてお願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほども御
説明しましたが、今月をリバウンド防止と社会経済活
動の両立期間とする対処方針を定め、感染のリバウン
ドを防止しながら、社会経済活動を段階的に再開する
こととしております。事業スキームの構築に当たっ
ては、県の対処方針や沖縄県感染防止対策認証制度、
ワクチン接種・検査陰性証明のガイドラインとの整合
を図る必要があることから、文化観光スポーツ部で事
業スキーム案を作成し、関係部局との調整、三役との
調整も踏まえまして決定したところでございます。県
の各種制度との整合、関係部局との調整に時間を要し
ていたことから、離島の市町村長への事前の説明は行
えませんでしたが、昨日、離島市町村や観光協会との
会議の場で考え方を説明したところでありまして、ま
た、来週にも、県内観光協会を対象に本事業の説明会
を予定しております。段階的な実施の考え方について
丁寧に御説明したいと思っておりますが、先ほど知事
が御答弁いたしました感染状況を見極めるというとこ
ろ、リバウンドを防止しながらというところに我々は
重点を置きながら事業活動を再開していきたいと思っ
ておりましたので、３週間の感染状況というところ
で、11月１日から３週間を経た26日を予定していた
ところではございますが、この３週間につきまして、

直近の感染状況がどうかというところ、あるいは専門
家の意見も聞きながら、また離島の観光協会、あるい
は市町村の皆様の意見もその間聞きながら、その販売
時期、それから開始時期の前倒しができるのかどうか
検討していきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　今、先ほど知事も部長も感染状況を見極めるという
御答弁いただきましたが、この見極め、いつやるんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まず、答弁ちょっと繰り
返しになるかもしれませんけれども、我々10月28日
に対策本部会議を行いまして、11月１日から11月30
日まで、リバウンド防止と社会経済活動の両立期間と
いうふうにやったこと、これは御説明したところでご
ざいます。その際に、各市町村ごとの感染状況を見
て、経済対策などについても当然、観光部局からはそ
ういった彩発見の議論などもあったわけですけれど
も、数字的に申し上げますと、そのときに各市町村ご
とで、直近１週間当たり10万人当たりの数ですから、
少ない人口のところでは跳ね上がるというのは前提で
話させていただきますと、石垣市では52.45というこ
とで、県内で一番多かったところです。次が与那国町
でございます。
　こういった状況があって、さらに、実は11月４日
にも本部会議を行いまして、ちょっと比較があれです
が、直近５週間の数字でもやはり一番多いのが石垣
だったというような背景などもございます。そういっ
たことも我々考えながらも、やはりこの離島は医療体
制が脆弱でございますので、そういったところも十分
配慮しないといけないということは考えていたところ
です。ただ、やはり議員が先ほど来御指摘のとおり、
市町村に対しての十分な説明がなかったということ
については、しっかりと反省すべきところだと思いま
すが、この先週の５日に感染者が15名となっている
ときも、ちょっと実は驚いたところがありますけれど
も、その後、土、日、月と昨日も２人でございます。
ただやはり離島が出たりして心配なところはあるんで
すが、先ほど知事からも御答弁ありましたように、こ
の３週間という中で、全体としてどういうふうな形で
分析できるかということはしっかり議論はした上で、
解析の専門の方々の御意見も伺いながら、前倒しが可
能かどうかしっかり検討していきたいというように考
えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
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○新垣　淑豊君　すみません、私はいつやるんですか
というお話をしているんですけれども、確かにいろい
ろなことを判断されているのは理解しております。け
れども、先ほどの大浜議員のお話にもありましたよう
に、これは沖縄県内、居住地による差別じゃないかと
いうような方もいらっしゃるんです。なので、その辺
はちょっと頭の中に置いておいていただきたいと思い
ますが、皆さん、ワクチンの接種率というのは、離島
はどういう状況ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県内市町村のワク
チン接種率については、一般的に申しますと、宮古地
域それから八重山地域は高い状況になっております。
ただ、離島市町村を見ますと、年代別にはまだまだ低
いところもある状況ではございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この間ウェブサイトを見まして、
県内の１回目の接種率が出ていたんですけれども、ほ
かの本島内に比べますと、ワクチン接種率はかなり高
いんですね。やっぱり一斉接種もされていると思いま
す。なので、その辺離島は受け入れる体制というのは
ちゃんとできているんじゃないかなというふうに思い
ますけれども、この辺り、この医学的、疫学的、統計
学的にどういう根拠を持ってこの10日間ですか、こ
の第２段目を設定したのかということを教えてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　文化観光スポーツ
部の事業の組立てにつきましては、当部としても協議
を、調整をさせていただいたところでございまして、
やはり11月１日から両立期間ということで経済が活
発になってまいりますので、その動きについては、２
週間の状況は見る必要があるということで、その２週
間の状況を踏まえた上で１週間程度の確認作業が必要
であるというような内容から、３週間というのをめど
に事業が構築されたと理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今の話だと３週間必要なんですよ

ね、もともと。だったら本島も３週間にしたらいいん
じゃないですか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新型コロナ
ウイルス感染症は、人流が活発になると感染拡大のリ
スクが高まる傾向にあるということ、それから離島の
医療提供体制に十分配慮を行う必要があることを考慮
しまして、本事業の実施に当たっては、同一島内の一
定のエリアから始め、感染状況を確認しながら段階的
に島をまたぐ移動などの広域のエリアに拡大するとい
う判断をしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今聞いたのは、２週間様子を見てそ
れから解析するのに１週間かかるとおっしゃいました
よね、大城部長。それであれば、じゃ何で15日から
始めるのかということなんですよ。確かに私も早く始
めていただきたいですよ。予算的な問題もあります。
この年内で消化しないといけないというところもある
ので、これ早めにやるべきだと思っておりますけれど
も、じゃこの予算、59億円のうち１日どのくらいの
人間が活用したら年内に消化できる計算になっていま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回のキャ
ンペーンでは、合計で86万人泊分のクーポンの発行
をする予定であります。ＧｏＴｏトラベルが始まって
いた昨年の10月から12月における県内の旅行におけ
る延べ宿泊者数は、１か月当たり27万人泊から30万
人泊となっておりますので、86万人泊の旅行需要を
喚起するには、昨年の旅行需要を上回る需要が必要で
あります。あわせまして、やはり12月31日までの期
間という部分につきまして、なるべく長い期間この事
業の恩恵が受けられるようにということで、期間の延
長を要請しているところではございますが、引き続き
国に期間の延長について要請していきたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　大体１日１万7000人くらい利用し
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ないといけないはずなんですよ。だから、そういうこ
とも含めて、本当に繰越しできるかどうか、翌年に繰
越しできるかどうかもまだ分からない。であれば、
さっさとこれはもう既に離島の往来も始まっていると
いうことで、早急に使うべきではないかというふうに
思いますけれども、これ知事はどう思っていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　リバウンド
を防止しながら経済活動を再開するという基本的な考
え方を踏まえつつ、やはりなるべく早く経済活動を地
域に普及させたいというところはございますので、直
近の感染状況を―日々感染状況は変わってくるかと
思いますので、そういう状況を鑑みながら、３週間の
感染状況の確認期間、これを短縮できないかどうか、
日々関係部局とも調整しながら検討してまいりたいと
思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ぜひこれやってください。もう本当に離島の方々に
とっては、非常に死活問題というところもあります。
特にまた、今軽石の話もありますので、ぜひここで明
るい話題を出していただきたいなというふうに思って
います。
　先ほど市町村長などとのお話がちょっとできていま
せんでしたというお話がありましたけれども、先ほど
観光部長のお話で、観光協会にはこれから話しますと
いうことをおっしゃっていました。説明はしましたよ
ということですけれども、県の観光政策に非常に大き
く関わっている沖縄観光コンベンションビューローさ
ん、こことしっかりと事前に協議がなされたのか、特
にこの２段階の実施についてされたのかということに
ついてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　事業スキー
ム等の部分につきましては、３種類のクーポンを発行
するとか、額面が１万円から4000円までというよう
な段階で合計12種類のクーポンを発行するとか、そ
ういう内容の部分につきましては、随時情報共有して
いたところでありますけれども、このリバウンドを防
止する観点というところの漸次エリアの拡大をすると
いう部分につきましては、たしか決まってから情報を
共有したところでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　沖縄の観光政策、それを定めるのは
ひょっとしたら県が独自でやっているかもしれませ
ん。だけど、いろいろなそのデータを集めたりとか実
際に実行する、これはＯＣＶＢさん、とても一生懸命
やっていただいていると思います。そこに、こういっ
た事前の情報がない、相談もない。そのことについて
は、非常に問題ではないかというふうに私は思ってお
りますが、知事は、いろんな人からの意見を聞くとい
うことを常々おっしゃっているかと思います。この状
況について、今どのようにお考えなのか、お聞かせい
ただきたいと思いますが。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　事業の推進に当たっては、
当然担当部局が関係機関とその事前に協議をしながら
進めていくということの認識の上で、その事業の取扱
いを任せております。しかし、細部に至って全てそれ
が情報共有できているかいないかということについて
は、常に点検をしながら進めていきたいところではあ
りますが、十分な説明が足りなかったところについて
は、またしっかり説明を尽くし、また今後その事業が
円滑に進むためには、さらなる情報の共有をする、そ
ういう時間や場面などもしっかりと設けるよう指示を
していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　沖縄県のいろんな各種団体あるかと
思います。いろんなその会議体とかもあると思います
けれども、そこでしっかりと意見を聞く体制を知事は
つくるべきだというふうに思います。
　実は、今日も今、離島振興協議会でこの彩発見キャ
ンペーンの第４弾の開催についてということが要請で
上がるというふうに聞いております。もう案も出て、
多分これが可決されるだろうという話も聞いておりま
すので、ぜひその地域であったり、そして関連の団体
であったり、そういうこととの連携をぜひとも密にし
ていただきたいというふうに思いますので、これはお
願いいたします。
　あと、今回この第４弾ということですが、これはせ
んだっても決算特別委員会で我が会派からも取り上げ
ていただきましたけれども、第１弾のときの事業報告
の内容がやはり私にとってはちょっと不明瞭であった
と思っています。どういったホテルで使われたのか、
どれぐらい使われたのかということが、これ情報公開
請求をしても出なかったんですね。ということは、
我々はどういうふうに検証されて新しい事業が構築さ
れたのかということが全く分からないわけです。なの
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で、今回この第４弾を行うに際して、第１弾含めてど
のような改善がなされたのか、その点についてお聞か
せいただきたいと思います。すみません、内容的には
偏りがあったと言われておりますよね。その偏りをな
くすためにどうやって、どういう改善がされたのか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回の第４
弾とこれまでの第１弾から第３弾までの違いにつき
ましては、土産品店、観光施設、体験・アクティビ
ティーなどの観光関連事業者の施設・店舗等で利用で
きる地域クーポンを発行できるようになったこと、そ
れから、これまでの事業の課題として、旅行代理店や
オンライントラベルエージェントと契約または登録の
ない宿泊事業者が参加できず、事業の恩恵を受けるこ
とができなかったこと、高額なリゾートホテルなどに
利用が集中したことなどが挙げられております。これ
らを改善するため、これまでの補助金方式からクーポ
ン発行方式にスキームを変更しました。これにより、
旅行代理店やオンライントラベルエージェントと契
約・登録のない小規模な宿泊事業者も直接キャンペー
ンに参加することが可能となるほか、クーポンの種
類、額面を設定することで、規模等にかかわらず効果
が満遍なく行き渡るような制度設計を行いキャンペー
ンを実施することが可能となりました。加えまして、
クーポン発行方式―クーポンのほうにＱＲコードを
付すことによりまして、旅行者がそれを使用すると即
座に精算が可能になるというところで、精算までの期
間が短くなるという改善点もございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　いろいろな工夫されているのは分
かりましたが、利用の偏り、これが改善されるかどう
かというのは、今の話では少し厳しいのかなと思いま
す。割引額は縮小したとはいっても、せっかくだから
いいホテルに泊まろうとか、リゾートに行こうという
方も多いと思いますけれども、実は、本当に稼働率で
一番厳しいと言われているのは、私は那覇市内だと
思っています。こういったところの活用も含めて、
どのようなその改善が考えられているのか、もう一度
ちょっと聞かせていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回、全体
で86万人泊のクーポンを発行する予定でありますけ
れども、このクーポン３種類ございまして、宿泊クー
ポンとそれから宿泊と観光体験等が一体となったクー
ポン、それから交通―フェリーとか航空機等と旅行

あるいは体験が組み合わされた旅行クーポンと３種
類あります。それに、それぞれを旅行クーポンが約
30％、宿泊観光クーポンが約35％、交通旅行クーポ
ンが約35％というところで、一定の宿泊だけに偏ら
ないというような形のある程度の予算の配分をしたと
ころであります。加えまして、額面のほうも１万円、
8000円、6000円、4000円の額面、これは２分の１
の割引があることになりますけれども、その額面につ
きましても割合をある程度設けておりまして、額面が
低いところの部分につきましても一定の予算を配分す
ることによって、この高額な宿泊施設に偏らないとい
うようなことの工夫ができているものと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。これも結果を見てみ
ないと分からないところはあると思いますけれども、
なかなかそういうクーポンを使ってもらえない、そう
いった施設もあるかと思いますので、ぜひ配慮してい
ただきたいなと思っております。
　あと最後に、この交付金が決まった流れというのを
ちょっと改めて教えていただけませんか。池田部長か
な。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国の地域観
光事業支援という補助メニューを活用したキャンペー
ンになっておりますけれども、この事業につきまして
は、新型コロナウイルスの全国的な感染状況の悪化に
よりまして、ＧｏＴｏトラベルが中止されているとい
う状況がありました。そういう中で、各都道府県ごと
には感染状況が落ち着いているところがございますの
で、都道府県ごとに、感染状況が落ち着いている都道
府県を対象に域内の観光支援策を国のほうが財政的に
支援するという目的で、令和３年４月に創設されたも
のでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この沖縄県に交付された金額の根拠
は分かりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＧｏＴｏ
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キャンペーンの予算を切り出して都道府県に支援する
というような仕組みになっておりまして、国の全体の
予算額が需要創出の部分で約2300億円、このうち沖
縄県が62億ということになっております。この予算
配分に当たりましては、各都道府県における延べ宿泊
者数、都道府県の規模等の基準により総合的に勘案し
たというふうに聞いておりますので、延べ宿泊数等の
部分につきまして、沖縄県は、県の実態が一定程度反
映されているものというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございました。
　せっかくの予算ですので、ぜひとも有意義に活用し
ていただきますことをお願いしまして、以上終わりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　よろしくお願いいたします。
　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第18号）に
ついて質疑を行います。
　最初に、この地域観光事業支援、おきなわ彩発見
キャンペーンの目的を改めてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新型コロナ
ウイルスの感染状況の悪化により、ＧｏＴｏトラベル
の再開ができない状況であることから、感染状況の落
ち着いている都道府県の域内観光支援策を財政的に支
援する目的で、国において地域観光事業支援が令和３
年４月に創設されたところであります。この事業を活
用しまして、県において、プレミアム付旅行クーポン
を発行することにより、県民を対象とした県内旅行需
要を喚起するキャンペーンを実施し、新型コロナウイ
ルスの感染拡大により深刻な影響を受けている観光関
連事業者の支援を行うものという目的でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　深刻な影響を受けている観光関連産業を支援するこ
とは大変重要です。一方で、緊急事態宣言が解除され
たこの11月が、皆さんも繰り返しおっしゃっていま
すが、リバウンド防止と社会経済活動の両立の期間で
ある。やっぱりこの位置づけをしっかりと私たち改め
て確認する必要があると思います。この社会経済活動
を本格的に再開していくためには、この今の時期だか
らこそコロナの感染拡大を抑止する、このリバウンド
防止に最大限の注意を払うことが重要だと考えます。
　そこで (2) 番目をお聞きしますが、沖縄県の新型コ
ロナの感染状況についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

○保健医療部長（大城玲子さん）　県内の感染状況
は、県民の皆様の御理解と御協力によりまして、緊急
事態宣言終了後の県独自の対策に移行した後において
も減少傾向が続いている状況でございます。11月８
日現在、直近１週間の新規陽性者数は49名、療養者
数は入院が10名、宿泊療養施設等が102名の合計112
名、病床占有率は4.5％となるなど、医療提供体制へ
の負荷が改善されているところでございます。しかし
ながら新型コロナについては、容易に再拡大に転じる
という状況もあることから、現在はリバウンド防止と
社会経済活動の両立期間と位置づけまして、感染防止
対策を堅持しながら、社会経済活動の再開に向け段階
的に施策を展開しているというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　本当に事業者や県民の皆さんの努
力で、この間感染傾向が少しずつ収まってきている状
況はあると思います。毎日の新規感染者数だけを見
ると、１桁台の日があったりと、そういう日も多くな
りました。しかし、たまにいきなり15人とか、ぼん
と２桁になるときがあって、すごく怖くなるわけです
が、この11月に入ってからの新規感染者の特徴はど
ういったことが言えますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在の感染状況の
特徴としましては、新規感染者数は引き続き減少傾向
にはあります。しかしながら、一部の地域で感染の偏
りが少し見られるような状況もございまして、これが
広がらないようにというところを注視する必要がある
と考えておりまして、保健所を含めて適切に対応して
いきたいと考えております。ちなみに感染の要因とし
ましては、やはり家庭感染が３割超え、職場・友人関
係が12％程度、それから飲食店の疑いも８％ござい
ます。ですので、何が端緒になっているかというとこ
ろは見極める必要がありますが、しっかりと注視が必
要だと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　直近の数字を見ましても、感染経路
不明というのもまだまだ高い数値でもありますし、
しかも局所的に一地域でまず始まるわけですよね。こ
れからどんどん広がるというのを私たち、これまでも
経験してきました。そうしたこれまでの、第５波まで
の私たちが本当に大変な思いをしたことをいま一度
思い返して、慎重に経済活動を進めていく必要がある
んじゃないかと思いました。部長が述べたように、直
近１週間の新規感染者49人ですか。これ今４段階の
指標でいえばまだ第３段階、感染流行期となっていま
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す。今年の６月にデルタ株が県内で初めて発見され、
７月には急激に増えていくわけです。８月には１日
当たりの感染者数が過去最多800人を超える日も出ま
した。こうした急激に増えていくというこのコロナの
特徴を私たちはこの時期に思い返す必要があるんじゃ
ないかと思います。このおきなわ彩発見キャンペーン
ですが、これ観光産業を支援するためには大変重要で
す。しかし同時に、今るる述べましたが、この感染拡
大を抑止する、リバウンド防止という観点を広く、改
めて県民に伝えていくことが今大切じゃないかなと思
いますが、この点はいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染状況は落ち着
いてきているとは申しましても、やはり感染拡大の要
因は日々周辺にあるというふうな認識が必要だと思っ
ております。ですので、県民の皆様にはしっかりとし
た基本的な感染対策を取っていただくとともに、県と
しましては、市町村単位でその兆候が見られるときに
は、至急注意報を発するというような対策を立てるこ
とにしておりまして、また検査につきましても、その
兆候が見られるところには広く無料の検査を実施する
という方針で今対応をしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　その地域ごとに無料検査もやってい
くという姿勢が本当に大切だと思います。
　ちょっと順番を (4) を先にしたいと思います。
　今回の彩発見キャンペーンでは、ワクチンと検査陰
性証明を活用していくというふうに書かれておりま
す。ワクチンについては、その人によっては健康上の
問題だったり、あるいは不安に思ってなかなか接種が
できないという方もいると思うので、私は慎重にすべ
きだと思います。一方で、部長もおっしゃったこの検
査事業というのがやはり今大切じゃないかなと思いま
す。この感染が抑えられているときだからこそ、検査
を拡充していく。いつでも誰でも無料でというのがや
はり国民の願いだと思いますが、今回この彩発見キャ
ンペーンを行うに当たって、このワクチンと検査陰性
証明の活用方法はどういうふうに活用していくのか具
体的に教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回のキャ
ンペーンの実施に当たりましては、感染リスクを抑え
るため、同居家族等を除き、１部屋５人以上の宿泊の
場合に、ワクチン接種・検査陰性証明を活用すること
としております。また、人流が活発になると感染拡大
のリスクが高まる傾向にあること、離島の医療提供体

制が脆弱であり十分に配慮する必要があることから、
島をまたぐ旅行についても、原則として、ワクチン接
種・検査陰性証明を活用することとしております。
これらの旅行につきましては、旅行代理店での申込時
に、旅行者全員のワクチン接種済証明を提示するか、
または、ワクチンを接種できない方々につきまして
は、誓約書へ署名の上、出発日前72時間以内のＰＣ
Ｒ等検査陰性証明の提示をクーポン適用の要件とする
方法ということを考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　保健医療部長にまたお聞きしたいん
ですけれども、この検査事業の強化ということがこの
彩発見キャンペーンを本当に成功させる意味でも重要
だと思います。この間、沖縄県として独自の県事業を
行ってきました。特に飲食店の皆さんの、従業員が無
料で受けられるこの制度が、那覇でもいろんな飲食店
の方からすごく感謝の言葉もいただいております。こ
れをもっと離島でもできるようにする。また安価で検
査を受けられる。やっぱりこのコロナは無症状の人た
ちがいるわけですから、その希望する人が検査を受け
られるこの県独自の事業をさらに拡充する必要がある
と思いますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の両立期間の
方針を出すタイミングで、重点検査の拡充についても
県民の皆様にお示ししております。まず、検査体制の
拡充としまして、検査能力として８月の頃は１日１万
3000件でございましたが、11月中には２万1000件
まで拡充する方向で作業を進めております。それか
ら飲食店従業員向けの無料検査につきましても、これ
までの拡大の中でかなりの陽性率を上げてきた、捕捉
してきたという実績もございますので、これについて
も、時短の要請については今やっておりませんが、飲
食店従業員向けの無料検査は引き続き継続して、その
状況を捕捉していきたいと考えているところです。そ
れから希望者ＰＣＲ検査についても、窓口等を中部や
北部にも設置するなどして拡充しているところでござ
います。宮古・八重山には、この検査についてももち
ろん対象となっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　飲食店従業員の無料のＰＣＲは離島でも行っていく
ということで―確認していいですか、もう一度お願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　飲食店従業員向け
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の無料検査については、現在も離島地域でも実施して
おりますので、これも引き続き継続していくというと
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
　それでは、３番目のクーポンについてですが、先ほ
どの質疑でも説明がありましたので、もう少し具体的
に聞いていきたいと思います。今回、この旅行クーポ
ン３種類あるわけですよね。この離島旅行が想定され
ているのがＡ、Ｂ、ＣのＣのクーポンだと思います。
これはこの飛行機パックを利用した県民が使えるクー
ポンですけれども、Ｃの交通と旅行を合わせたこの
クーポンは、今回のこの彩発見クーポン事業の予算の
中で割合としては幾らの割合となっているのか教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　クーポン原
資としては約56億8100万円でございます。３種類ご
ざいまして、宿泊クーポンが約30％、宿泊プラス観
光のクーポンが約35％、交通と旅行体験を組み合わ
せたクーポンが約35％ということで、島をまたぐ、
離島に行かれる方が利用されるであろうと想定される
交通旅行クーポンにつきましては、56億のうち約20
億円の配分を考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この飛行機のパックを利用したクー
ポンが56億円のうちの20億円、これまさにその離島
旅行を想定して、皆さん制度設計したと思うんですよ
ね。やはりここでちゃんとこれまでの経験も踏まえ
て、しっかりと離島に配慮した設計になっていると思
います。しかし、先ほどから質疑があるように、その
段階を追って離島は時期がずれていますが、この事業
実施、開始が遅れることによって、このＣパックの予
算が不足するとか、結局離島に使えなかったんじゃな
いかという、こうした心配の声がありますが、そうい
うことはないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　20億円の予
算を配分を予定しているところでありますし、宿泊
クーポンそれから宿泊プラス観光クーポンというとこ
ろの部分の、予算の配分の中で執行していこうと思っ
ておりますので、ほかの種類に先に取られると、そう
いうようなことは考えておりませんし、また全体的に
56億の原資がございますので、申込みがオーバーし
て打切りになるということは想定していないところで
ございます。

○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　確保はされていると。だけどやはり業界の皆さんに
とっては、このコロナで傷ついた経済を一日も早く回
復したいんだという思いはやはりあると思います。
そうした意味で、先ほど知事もおっしゃったように、
状況を見ながら前倒しも検討していきたいということ
でした。先ほど部長から感染状況の説明がありまし
たが、今まだ沖縄は第３段階ですよね。これ直近１週
間の新規感染者49人が今の状況で第３段階、じゃ第
２段階というのは何人かと見たら、これが直近１週間
で37人以下になれば第２段階―これは新規感染者
だけを見ればです―そういうふうになるという説明
を聞きましたが、この直近の感染状況を見極めるに当
たっては、やはり私は科学的な根拠があって初めて前
倒しができると思うんですが、その辺の考え方を改め
てお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほどこの前倒しの検討に
ついて、その根拠についてもお話をさせていただきま
したが、毎週月曜日に疫学・統計解析委員会が開かれ
まして、私はそのほとんど、翌日火曜日にはその解析
の報告を受けることになっています。今日も昨日の委
員会での報告を参与から受けるということになってお
りますが、このように毎週月曜日、解析委員会が開か
れておりますので、次回の解析委員会は15日という
ことになります。その15日でこの11月に入ってから
の２週間の動きがどうであるかというようなことが科
学的に解析をされますと、そこからこの各離島での発
生状況、沖縄全体の発生状況等を鑑みて、科学的な根
拠から前倒しの検討に値できるかどうかということも
話が出るのではないかというように思っております。
しかし、いかんせん、先ほどから繰り返しております
けれども、あくまでもリバウンドを防止しながら社会
経済活動を回復させていこうという期間ですので、そ
こはまた慎重に見極めつつも、どのような形で前倒し
が検討できるかなども含めて、その意見を伺ってまい
りたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事おっしゃるように、やはり医療
体制の脆弱な離島ですので、この前倒しに当たっては
慎重にも慎重な判断をお願いしたいと思います。
　最後ですが、この離島を想定した旅行クーポンを
20億も確保していると。しかし、これが12月31日ま
でという期限で本当に使い切れるのかというところが
やはり心配です。慎重な判断をするためにも、やはり
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国に対してこの期間をもう少し延ばしてもらえない
か、この交渉がこれから大切になってくると思います
が、その点について知事のお考えをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど観光部長からも答弁
をさせていただいておりますが、このやはり我々、緊
急事態宣言が非常に長い期間で、経済活動が展開でき
ないという期間がありました。ですからそのような期
間等の状況も含めて、国に対して部局共々、私からも
この期間の延長についてしっかり要請をしていきたい
というように考えております。
○比嘉　瑞己君　終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　お疲れさまです。 
　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第18号）に
ついて質疑いたします。
　先ほどから、ほかの議員の皆様からも同じような質
問が続いていますけれども、私のほうでも改めて伺い
たいと思います。
　まず最初に、今回の補正予算の事業対象となってい
るおきなわ彩発見キャンペーン、これまで行われた第
１弾から第３弾までの実績と今の段階でのこの県の事
業評価について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和２年６
月５日から７月30日までの間で実施した第１弾は、
補助金約４億8500万円を執行し、約300施設で５万
8113人泊の利用があり、宿泊のみならず飛行機やレ
ンタカーなどの交通機関やゴルフなどのアクティビ
ティーを含んだ旅行商品の利用もありました。令和２
年７月10日から８月30日までの間で実施した第２弾
では、補助金約１億2500万円を執行し、約800施設
で５万1318人泊の利用があり、民宿やペンション等
の小規模施設もこの段階では利用が広がりました。令
和３年２月５日から４月30日までの間で実施した第
３弾は、令和３年11月８日現在で約３億9600万円を
執行しており、残りの約１億円につきましては現在精
査しているところでございます。
　第１弾から第３弾までの実施により、交通機関やア
クティビティーを含む域内需要の喚起や、ふだんはな
かなか行くことのできない離島へ足を伸ばすことによ
り、離島の魅力を県民が再発見する機会となったもの
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　これまでの第１弾から第３弾までを見ますと、大体

１億円から５億円規模ということになっています。観
光需要が蒸発した中では、やはり業界の皆様からはこ
の金額ではまだ足りないという声がありつつも、第１
弾から第３弾、このように事業の効果があったという
ふうに理解をいたしました。そして、今回の第４弾、
これまでの金額よりも予算規模としては非常に増え
た、この59億円という数字、桁違いに予算が確保で
きたということは今、新規感染者数が１桁台が続く日
が増えてきた中では、やはり大事に使っていきたい予
算ではないかと思います。
　それを踏まえて次の質問なんですけれども、過去分
の取組と今回の第４弾、どのような違いがあるのかお
伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほど議員
からありましたとおり、今回の事業については、事業
規模が大きいというところは特徴でございますし、こ
れまでの第１弾から第３弾との違いにつきましても、
土産品店、観光施設、体験・アクティビティーなどの
観光関連事業者の施設、店舗等で利用できる地域クー
ポンが発行できるようになったこと。また、これまで
の事業の課題として、旅行代理店やオンライントラベ
ルエージェントと契約または登録のない宿泊事業者が
参加できず事業の恩恵を受けることができなかったこ
とや、高額なリゾートホテルなどに利用が集中したこ
となどが挙げられておりましたので、これらを改善す
るため、これまでの補助金方式からクーポン発行方式
にスキームを変更しました。これにより、旅行代理店
やオンライントラベルエージェントと契約または登録
のない小規模な宿泊事業者も直接キャンペーンに参加
することが可能となるほか、クーポンの種類や額面を
設定することで、規模等にかかわらず効果が満遍なく
行き渡るような制度設計が行われまして、またクーポ
ンにＱＲコードを貼付することによりまして、精算業
務が迅速化され正確に行われるというような工夫もな
されているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　第３弾までの実施実績、それからそこから出てきた
課題を踏まえた上で今回第４弾が設計されているこ
とを理解いたしました。とはいえ、これまでの彩発見
キャンペーンあるいはＧｏＴｏトラベルというこの旅
行需要の喚起事業は―私のほうにはコロナ禍の中
で旅行する余裕がある人というのはやはり限られた人
ではないかと、一部の人たちだけで需要喚起をしてい
るのではないかという、特に仕事をなくした方だった
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り収入が減った方たちからは、こんなに生活が苦しい
のに、観光、観光かというような厳しい声というのは
やはり届くこともあるんです。ただその中で、やはり
観光というのは沖縄のリーディング産業ですから、ど
うしても復活をしていただかないといけないし、県も
一緒になって取り組んでいかないといけないと思いま
す。その中で、これから年末に向けて、沖縄ではやは
り年末年始の観光需要が通常だと高くなる時期です。
今回の第４弾のキャンペーンで県内での観光需要の喚
起、幾らぐらいを今見込んでおりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回のキャ
ンペーンによる需要喚起の効果という点でお答えした
いと思いますけれども、地域観光事業者への予算につ
いては国から約62億円の交付決定を受けており、そ
のうち約56億円をクーポン原資に充てることが可能
となります。56億円の内訳は、旅行クーポンが約39
億円、地域クーポンが約17億円となっており、合計
86万人泊分のクーポンの発行を予定しております。
旅行クーポンの補助率、プレミア率が50％となって
おりますので、86万セットが全て売れたとした場合
には、経済効果は最低でも約78億円となりまして、
これに地域クーポンの17億円を加えますと、合計95
億円以上の経済効果になるものと期待しております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　今回の予算が56億円で経済効
果が95億円と、できれば100億超えてほしいなと、執
行率が高くなってほしいなと本当に期待をいたしま
す。一方で、やはり事業期間の短さ、12月末までと
いうこの執行期間の短さ、これがどういうふうにこの
クーポンの販売に影響が出るのか、執行残が出ないの
かという点が気になります。この点のリスク、今のと
ころどのように見込んでいるでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほど述べ
ましたとおり、86万人泊分のクーポンを発行する予
定でありまして、昨年の10月から12月における県内
の旅行による延べ宿泊者数が１か月当たり27万人泊
から30万人泊というような実績になっているところ
からすると、12月31日までに86万人泊分を販売、利
用するというところについては、昨年以上の周知、Ｐ
Ｒが必要かなというふうには思っております。あわ
せまして、12月30日以降の期間の延長につきまして
も、強く関係要路に働きかけていきたいというふうに
思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。

○喜友名　智子さん　やはり目標値と実績が出たとき
の乖離、これをどう解消するかということも県にとっ
ても大きな課題だと思いますので、ぜひ執行残がない
ような形で、せっかくの国からの予算は県民に還元す
るような執行を考えていただきたいと思います。
　そして、最後の質問につながりますけれども、感染
対策との関係、今回のキャンペーンサイトの説明を見
ますと、１部屋５人以上の宿泊という部分も想定され
ております。先ほど来、県は11月中リバウンド防止
と社会経済活動の両立期間と位置づけております。し
かしその中で、これまでも時短協力それから感染対策
に協力してきた飲食店については、同一グループ、同
一テーブル原則４名以内という方針は変わっていない
わけです。宿泊では５名以上も想定し、飲食では４名
までというこの数字上の違い、どのように理解すれば
いいのか、違いについて改めてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では県民
及び来訪者が安全に安心して店舗を利用できるよう
に、飲食店それから宿泊施設を対象に、沖縄県感染防
止対策認証制度を実施しているところであります。宿
泊施設の認証基準の一つに、１部屋に同居家族等で宿
泊する場合を除き、５人以上で宿泊する場合は、宿泊
する方全員にワクチン接種済証明書かＰＣＲ等の陰性
結果を求めるというような認証基準を設けております
ので、それと整合を取るような形で、キャンペーンの
実施に当たりましても、同居家族を除いて５人以上で
宿泊する場合には、ワクチン接種済証明書またはＰＣ
Ｒ等の陰性結果を求めることとしたところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　新規感染者が減ってきて、県民
の皆さんやはり外出の機会、集まる機会をそろそろ増
やして大丈夫かなという雰囲気も感じます。こういっ
た人数、一律に厳しく４名か５名かと神学論争的なこ
とをするつもりはないんですけれども、やはり数字の
基準が複数あると、どっちの基準にしたらいいのと迷
うところもありますので、今のような説明、ぜひ県民
向けにも周知をしていただければと思います。
　質問終わります。ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第１号議案につい
ては総務企画委員会に付託いたします。
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
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　　　午前11時39分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に総務企画委員会に付託いたしました甲第１
号議案については、先ほど総務企画委員長から、お手
元に配付の委員会審査報告書が提出されました。
　この際、お諮りいたします。
　甲第１号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　甲第１号議案を議題といたし
ます。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算
（第18号）」は、地域観光事業支援を11月15日から実
施するため、補正予算を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ59億4119
万8000円で、補正後の改予算額は、１兆257億9410
万円である。
　歳入の内訳は、全額国庫支出金である。
　歳出の内容は、県民の県内旅行の割引事業を段階的
に実施するための経費であるとの説明がありました。
　本案に関し、当該事業のスキームを決定するに当た
り、離島の各首長に相談や説明がなされなかった理
由は何か、また島をまたぐ旅行のスタート時期につ
いて、もう一度精査して、同一島内の旅行と一緒にス
タートを切れる環境をつくる考えはないのかとの質疑
がありました。

　これに対し、事業スキームの検討に当たっては、沖
縄県の対処方針及び感染防止対策認証制度、ワクチン
接種・検査陰性証明のガイドラインとの整合を図る必
要があり、これらを勘案しながら、まずは文化観光ス
ポーツ部で事業スキームを作成し、関係部局との調整
を踏まえて決定したところである。県の各種制度の整
合や関係部との調整に時間を要し、離島の市町村長と
の意見交換ができなかったというところはあるが、
今後、最後まで意見交換をするような形を意識したい
と思っている。また、同一島内の旅行と一緒にスター
トすることについては、離島は医療提供体制が脆弱な
部分もあり、そこに配慮しなければいけないという思
いで、段階的なエリア拡大を判断したところではある
が、経済効果の波及時期が遅れるという懸念される部
分については、感染状況を見極める期間を３週間と想
定していたところを、直近の日々のデータを見なが
ら、どういう形で短縮できるのか関係部局と綿密に調
整していきたいとの答弁がありました。
　次に、事業実施期間中に感染状況が悪化した場合、
中断もあり得るのか、また、その際の判断基準はどの
ようなもので、万一事業が中断された場合のキャンセ
ル料はどれぐらいを見込んでいるのかとの質疑があり
ました。
　これに対し、補助事業実施の要件として、国の指標
がステージ２相当以下でないと補助事業が実施できな
いこととなっており、それを超えた場合には、事業を
停止することになる。また、当該補助事業の中に事業
費等々が含まれており、その中にキャンセル料として
約2.5億円程度含まれているとの答弁がありました。
　次に、事業を中断することはあってはならないと考
えるが、中断させないために、どのような対策を取っ
ているのかとの質疑がありました。
　これに対し、事業の実施に当たっては、旅行前に対
策を講ずるよう呼びかけることを徹底しようと思って
いる。感染リスクを抑えるために、同居家族を除いて
１部屋５人以上の宿泊の場合、離島については医療提
供体制に十分配慮する必要があるというところで、島
をまたぐ旅行についても、ワクチン接種及び検査陰性
証明を活用することとしている。これらの旅行につい
ては、旅行代理店での申込時に旅行者全員のワクチン
接種証明書を提示するか、または誓約書へ署名の上、
出発前72時間以内のＰＣＲ検査の陰性証明の提示を
誓約してもらうということを考えているとの答弁があ
りました。
　そのほか、事業終了時期の延長の検討状況、今回の
補助事業とこれまでの交付金事業との相違点、空港で
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の迅速なＰＣＲ検査の必要性などについて質疑があり
ました。
　採決の結果、甲第１号議案は全会一致をもって、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　なお、甲第１号議案については、無所属の会所属議
員から附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致
をもって可決されました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。

　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　今期臨時会の議会活動状況は、後ほど文書をもって
報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和３年第９回沖縄県議会（臨時会）
を閉会いたします。
　　　午後６時11分閉会
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